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行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

�

宮
城
県
知
事　
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〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
五
号

　
　
　�

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第�

一
条　

行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

第
九
条
の
表
総
務
部
の
項
中
「
行
政
経
営
推
進
課
」
を
「
行
政
経
営
企
画
課
」
に
改
め
、
同
表
環
境
生
活
部
の
項

中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
」
を
「
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
」
に
改
め
、
同
表
保
健
福
祉
部
の
項
中
「
医
療
政
策

課
」
の
下
に
「
、
県
立
病
院
再
編
室
」
を
加
え
、「
、
新
型
コ
ロ
ナ
調
整
室
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
室
」

を
削
り
、
同
表
経
済
商
工
観
光
部
の
項
中
「
観
光
政
策
課
、
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
推
進
室
」
を
「
観
光
戦
略
課
」

に
改
め
、
同
表
土
木
部
の
項
中
「
都
市
計
画
課
」
の
下
に
「
、
都
市
環
境
課
」
を
加
え
る
。

　
　

第
十
条
第
二
項
中
「
会
計
課
、
会
計
指
導
検
査
室
」
を
「
出
納
総
務
課
、
出
納
管
理
課
」
に
改
め
る
。

　
　

第
十
条
の
二
第
一
項
中
「
第
九
条
及
び
第
十
条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
る
。

　

�　

第
十
一
条
行
政
経
営
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
行
政
経
営
推
進
課
」
を
「
行
政
経
営
企
画
課
」
に
改
め
、
同

項
中
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
九
号
と
し
、
同
条
総
務
事
務
管
理
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
四
号

中
「
給
与
シ
ス
テ
ム
」
を
「
給
与
支
給
シ
ス
テ
ム
及
び
旅
費
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
広

報
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
号
中
「（
行
政
経
営
推
進
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）」
を
削
る
。

　

�　

第
十
二
条
総
合
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
三
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
地
域
振
興
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
七
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「（
予
算
管
理

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

　
　

第
十
三
条
環
境
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
　

九　

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十�　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
に
関
す
る
こ
と（
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

�　

第
十
三
条
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
の
分
掌
事
務
の
項
中「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
」を「
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー

室
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
」
を
「
脱
炭
素
燃
料
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

　
　

二�　

地
域
と
共
生
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備
の
導
入
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

�　

第
十
三
条
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
十
九
号
中
「
簡
易
給
水
施
設
」
の
下
に
「
に
係
る
水

質
の
管
理
」
を
加
え
、
同
条
循
環
型
社
会
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
三
号
中
「
及
び
廃
棄
物
再
生
事
業
者
登
録
」

を
削
る
。

　
　

第
十
四
条
医
療
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
九
号
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
県
立
病
院
再
編
室

　
　

一�　

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二�　

仙
台
医
療
圏
に
お
け
る
病
院
再
編
（
宮
城
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
及
び
宮
城
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
に
係
る

も
の
に
限
る
。）
に
関
す
る
こ
と
。

　

�　

第
十
四
条
医
療
人
材
対
策
室
の
分
掌
事
務
の
項
第
三
号
中
「
高
等
看
護
学
校
」
を
「
旧
高
等
看
護
学
校
」
に
改
め
、

同
条
長
寿
社
会
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

十
四　

介
護
人
材
に
関
す
る
こ
と
。

　

�　

第
十
四
条
新
型
コ
ロ
ナ
調
整
室
の
分
掌
事
務
の
項
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
室
の
分
掌
事
務
の
項
を

削
り
、
同
条
子
育
て
社
会
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
三
号
中
「
少
子
対
策
」
を
「
少
子
化
対
策
」
に
改
め
、
同
項

中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
　

七　

児
童
の
療
育
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

八　

児
童
の
医
療
費
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

　

�　

第
十
四
条
子
育
て
社
会
推
進
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

十　

母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

　

�　

第
十
四
条
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
の
分
掌
事
務
の
項
第
二
号
中
「
要
保
護
女
子
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
及
び
療
育
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

子
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
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�　

第
十
四
条
子
ど
も
・
家
庭
支
援
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中
「
女
性
相
談
員
」
を
「
女

性
相
談
支
援
員
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
女
性
相
談

支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
す
る
。

　

�　

第
十
五
条
観
光
政
策
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
「
観
光
政
策
課
」
を
「
観
光
戦
略
課
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　
　

九�　

観
光
客
の
誘
致
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
十
五
条
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
推
進
室
の
分
掌
事
務
の
項
を
削
る
。

　
　

第
十
六
条
農
村
整
備
課
の
分
掌
事
務
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

十
二　

国
土
調
査
に
関
す
る
こ
と
（
地
域
振
興
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

　

�　

第
十
八
条
都
市
計
画
課
の
分
掌
事
務
の
項
中
第
十
一
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

　
　
　
　
都
市
環
境
課

　
　

一�　

公
園
（
自
然
公
園
及
び
松
島
公
園
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
及
び
緑
地
の
計
画
、
事
業
及
び
管
理
に
関
す
る

こ
と
。

　
　

二�　

都
市
の
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三�　

水
道
及
び
簡
易
給
水
施
設
に
関
す
る
こ
と
（
水
質
の
管
理
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
　

四�　

下
水
道
計
画
に
関
す
る
こ
と
（
流
域
下
水
道
に
係
る
も
の
を
除
く
。）。

　
　

五　

公
共
下
水
道
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六�　

市
町
村
下
水
道
事
業
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

　

�　

第
十
九
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
出
納
局
各
課
室
」
を
「
出
納
局
各
課
」
に
改
め
、
同
条
会
計
課
の
分
掌
事

務
の
項
及
び
会
計
指
導
検
査
室
の
分
掌
事
務
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
出
納
総
務
課

　
　

一�　

出
納
事
務
に
関
す
る
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

歳
入
歳
出
の
決
算
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

指
定
金
融
機
関
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

会
計
管
理
者
等
の
職
印
及
び
官
印
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

五　

本
庁
及
び
地
方
機
関
に
係
る
監
査
委
員
の
財
務
監
査
の
報
告
、
指
摘
事
項
等
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
出
納
管
理
課

　
　

一　

会
計
事
務
の
指
導
及
び
研
修
並
び
に
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

県
費
関
係
の
収
入
調
定
の
指
導
、
支
出
命
令
の
審
査
及
び
出
納
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

国
の
会
計
事
務
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

有
価
証
券
及
び
債
権
証
書
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

五　

資
金
管
理
及
び
収
支
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六　

収
入
証
紙
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

七　

小
切
手
の
振
出
し
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

八　

内
部
統
制
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　

�　

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
中
「
会
計
課
」
を
「
出
納
総
務
課
」
に
改
め
る
。

　

�　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
又
は
出
納
局
」
を
削
り
、
同
項
の
表
中
「
部
局
」
を
「
部
」
に
改
め
、
同
表
環
境

生
活
部
の
項
中
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
」
を
「
次
世
代
エ
ネ
ル
ギ
ー
室
」
に
改
め
、
同
表
保
健
福
祉
部
の
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

保
健
福
祉
部

医
療
政
策
課

県
立
病
院
再
編
室
、
医
療
人
材
対
策
室

障
害
福
祉
課

精
神
保
健
推
進
室

　
　

第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
の
表
経
済
商
工
観
光
部
の
項
中

「

観
光
政
策
課

観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
推
進
室

国
際
政
策
課

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
推
進
室

」

　

を「

国
際
政
策
課

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
推
進
室

」

　

に
改
め
、
同
表
出
納
局
の
項
を
削
る
。

　
　

第
二
十
二
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

３�　

前
二
項
に
掲
げ
る
職
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一�　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
担
当
課
長
（
課
の
特
定
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
職
を
い

う
。）
を
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。

担
当
課
長

組　
　
　

織

職　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

務
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災
害
援
護
担

当
課
長

復
興
支
援
・

伝
承
課

上
司
の
命
を
受
け
、
災
害
援
護
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

原
子
力
防
災

対
策
担
当
課

長

原
子
力
安
全

対
策
課

上
司
の
命
を
受
け
、
原
子
力
防
災
の
推
進
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

全
国
知
事
会

担
当
課
長

企
画
総
務
課

上
司
の
命
を
受
け
、
全
国
知
事
会
等
と
の
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所

属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

企
画
・
評
価

担
当
課
長

総
合
政
策
課

上
司
の
命
を
受
け
、
重
要
施
策
及
び
総
合
計
画
の
企
画
及
び
調
整
並
び
に
行
政

評
価
に
関
す
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。

情
報
シ
ス
テ

ム
戦
略
担
当

課
長

デ
ジ
タ
ル
み

や
ぎ
推
進
課

上
司
の
命
を
受
け
、
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進
、
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
情
報
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

地
域
鉄
道
担

当
課
長

地
域
交
通
政

策
課

上
司
の
命
を
受
け
、
鉄
道
（
仙
台
空
港
ア
ク
セ
ス
鉄
道
を
除
く
。）
の
施
策
に

関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

消
費
者
相
談

担
当
課
長

消
費
生
活
・

文
化
課

上
司
の
命
を
受
け
、
消
費
生
活
に
係
る
相
談
及
び
苦
情
処
理
そ
の
他
消
費
者
施

策
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

社
会
福
祉
指

導
監
査
担
当

課
長

社
会
福
祉
課

上
司
の
命
を
受
け
、
福
祉
団
体
の
指
導
及
び
検
査
に
関
す
る
事
務
並
び
に
生
活

保
護
法
施
行
事
務
監
査
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。

地
域
医
療
連

携
担
当
課
長

医
療
政
策
課

上
司
の
命
を
受
け
、
地
域
医
療
対
策
の
推
進
そ
の
他
医
療
政
策
に
係
る
総
合
的

な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

介
護
政
策
担

当
課
長

長
寿
社
会
政

策
課

上
司
の
命
を
受
け
、
地
域
包
括
ケ
ア
及
び
介
護
人
材
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

観
光
誘
客
推

進
担
当
課
長

観
光
戦
略
課

上
司
の
命
を
受
け
、
観
光
客
の
誘
致
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を

掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

農
業
普
及
指

導
担
当
課
長

農
業
振
興
課

上
司
の
命
を
受
け
、
農
業
技
術
の
改
良
普
及
の
指
導
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

先
進
的
園
芸

担
当
課
長

園
芸
推
進
課

上
司
の
命
を
受
け
、
先
進
的
園
芸
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務

を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

港
湾
振
興
担

当
課
長

港
湾
課

上
司
の
命
を
受
け
、
港
湾
振
興
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮

監
督
す
る
。

空
港
振
興
担

当
課
長

空
港
臨
空
地

域
課

上
司
の
命
を
受
け
、
仙
台
空
港
の
振
興
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
。

水
道
事
業
広

域
連
携
担
当

課
長

都
市
環
境
課

上
司
の
命
を
受
け
、
水
道
事
業
広
域
連
携
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職

員
を
指
揮
監
督
す
る
。

住
宅
管
理
指

導
担
当
課
長

住
宅
課

上
司
の
命
を
受
け
、
県
営
住
宅
等
の
管
理
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

　
　

二�　

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
専
門
監
（
課
及
び
室
の
特
定
の
専
門
的
事
項
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
職
を
い

う
。）
を
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
お
り
と

す
る
。

専
門
監

組　
　
　

織

職　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

務

危
機
管
理
企

画
専
門
監

防
災
推
進
課

上
司
の
命
を
受
け
、
危
機
管
理
に
係
る
企
画
及
び
調
査
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

す
る
。

ス
ポ
ー
ツ
振

興
専
門
監

ス
ポ
ー
ツ
振

興
課

上
司
の
命
を
受
け
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
係
る
施
策
の
推
進
及
び
ス
ポ
ー
ツ
団

体
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

緑
化
推
進
専

門
監

自
然
保
護
課

上
司
の
命
を
受
け
、
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

男
女
共
同
参

画
推
進
専
門

監

共
同
参
画
社

会
推
進
課

上
司
の
命
を
受
け
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

保
健
福
祉
政

策
専
門
監

保
健
福
祉
総

務
課

上
司
の
命
を
受
け
、
保
健
福
祉
行
政
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事

務
を
掌
理
す
る
。

子
ど
も
・
子

育
て
支
援
専

門
監

子
育
て
社
会

推
進
課

上
司
の
命
を
受
け
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
施
策
の
推
進
及
び
調
整
に
関
す
る

事
務
を
掌
理
す
る
。

雇
用
推
進
専

門
監

雇
用
対
策
課

上
司
の
命
を
受
け
、
雇
用
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

農
業
政
策
専

門
監

農
業
政
策
室

上
司
の
命
を
受
け
、
農
業
行
政
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を

掌
理
す
る
。

事
業
管
理
計

画
専
門
監

農
村
振
興
課

上
司
の
命
を
受
け
、
農
業
農
村
整
備
事
業
の
事
業
管
理
計
画
に
係
る
調
整
及
び

指
導
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

農
地
集
積
指

導
専
門
監

農
村
整
備
課

上
司
の
命
を
受
け
、
ほ
場
整
備
事
業
に
伴
う
農
地
集
積
の
指
導
に
関
す
る
事
務

を
掌
理
す
る
。

水
産
林
業
政

策
専
門
監

水
産
林
業
政

策
室

上
司
の
命
を
受
け
、
水
産
業
及
び
林
業
行
政
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関

す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

土
木
政
策
専

門
監

土
木
総
務
課

上
司
の
命
を
受
け
、
土
木
行
政
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を

掌
理
す
る
。

総
合
治
水
対

策
専
門
監

河
川
課

上
司
の
命
を
受
け
、
総
合
治
水
対
策
並
び
に
県
管
理
ダ
ム
の
建
設
及
び
管
理
に

係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

契
約
管
理
専

門
監

契
約
課

上
司
の
命
を
受
け
、
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

　
　

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
次
条
」
に
改
め
る
。

　

�　

第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
中
「
、
高
等
看
護
学
校
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
の
表
支
所
長
の
項
中
「
石
巻
保
健
所

登
米
支
所
」
の
下
に
「
、
中
央
児
童
相
談
所
黒
川
支
所
」
を
加
え
、
同
表
総
括
技
術
次
長
の
項
及
び
技
術
次
長
の
項

中
「
、
出
先
機
関
の
長
及
び
技
術
副
所
長
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
特
定
の
」
の
下
に
「
専
門
的
事
項
に
関
す

る
」
を
加
え
、
同
項
の
表
中
水
産
振
興
専
門
監
の
項
及
び
用
地
専
門
監
の
項
を
削
る
。
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�　

第
三
十
五
条
第
四
項
企
画
総
務
部
の
分
掌
事
務
の
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
外
部
評
価
制
度
」
を
「
評

価
委
員
会
及
び
倫
理
審
査
委
員
会
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
中
第
五
号
か
ら
第
七
号
を
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
八
号
中
「
の
管
理
及
び
運
営
」
を
「
及
び
気
候
変
動
適
応
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
九
号
を
削
り
、
同
項
第
十
号
を
同
項
第
八
号
と
す
る
。

　

�　

第
四
十
条
第
五
項
の
表
中
「
宮
城
県
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩
沼
支
所
」
を
「
宮
城
県
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
岩

沼
地
域
事
務
所
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
二
十
五
号
中
「
婦
人
保
護
事
業
」
を
「
女
性
支
援
事
業
」
に
改
め
、
同

条
第
八
項
第
五
号
中
「
婦
人
保
護
事
業
」
を
「
女
性
支
援
事
業
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第

九
号
を
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

十�

七　

公
害
の
防
止
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
事
業
担
当
区
域
内
に
位
置
す
る
保
健
所
の
支
所
の
分

掌
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　
　

第
四
十
条
第
八
項
第
八
号
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

　
　

九　

保
護
金
品
等
の
交
付
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十　

生
活
保
護
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
一　

生
活
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
二　

面
接
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
三　

行
旅
病
人
及
び
行
旅
死
亡
人
の
取
扱
い
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
四　

生
活
困
窮
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
五　

そ
の
他
更
正
及
び
援
護
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
四
十
条
第
九
項
及
び
第
十
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

９�　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
北
部
保
健
福
祉
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
及
び
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
登
米
地

域
事
務
所
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第
九
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
し
な
い

も
の
と
す
る
。

　

10　

第
六
項
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
支
所
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

保
健
及
び
福
祉
に
関
す
る
情
報
提
供
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二�　

環
境
衛
生
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
事
業
担
当
区
域
内
に
位
置
す
る
保
健
所
の
支
所
の
分
掌
事

務
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　
　

第
四
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
四
十
六
条　

削
除

　

�　

第
四
十
八
条
第
二
項
中
「
東
部
児
童
相
談
所
に
」
を
「
中
央
児
童
相
談
所
及
び
東
部
児
童
相
談
所
に
」
に
改
め
、

同
項
の
表
中

「

宮
城
県
東
部
児
童
相
談
所
気
仙

沼
支
所

気
仙
沼
市

気
仙
沼
市
、
本
吉
郡

�

」

　

を「

宮
城
県
中
央
児
童
相
談
所
黒
川

支
所

富
谷
市

富
谷
市
、
黒
川
郡

宮
城
県
東
部
児
童
相
談
所
気
仙

沼
支
所

気
仙
沼
市

気
仙
沼
市
、
本
吉
郡

�

」

　

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
東
部
児
童
相
談
所
気
仙
沼
支
所
」
を
「
支
所
」
に
改
め
る
。

　

�　

第
四
十
九
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
要
保
護
女

子
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
」
に
、「
調
査
、
判
定
及
び
指
導
」
を
「
医
学
的
又
は
心
理
学
的
な
援
助
」

に
改
め
、「
一
時
保
護
」
の
下
に
「
及
び
情
報
提
供
そ
の
他
の
援
助
」
を
加
え
る
。

　
　

第
五
十
三
条
第
二
項
第
五
号
中
「
更
生
医
療
」
を
「
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
」
に
改
め
る
。

　
　

第
七
十
条
第
五
項
を
削
る
。

　

�　

第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
と
す
る
」
を
「
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

　
　

一　

植
物
の
検
疫
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

有
害
動
植
物
防
除
の
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

有
害
動
植
物
防
除
の
指
導
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

有
害
動
植
物
の
侵
入
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

五　

有
害
動
植
物
の
発
生
予
察
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六　

農
薬
の
安
全
か
つ
適
正
な
使
用
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
（
卸
売
業
者
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）。

　

�　

第
七
十
四
条
第
二
項
中
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
そ
の
他
」
の
下
に
「
有
害
」
を
加
え
、

同
号
を
同
項
第
七
号
と
す
る
。

　
�　

第
九
十
条
第
五
項
中
「
第
四
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

　

�　

別
表
第
二
宮
城
県
防
災
会
議
の
項
中
「
復
興
・
危
機
管
理
総
務
課
」
を
「
防
災
推
進
課
」
に
改
め
、
同
表
地
方
独

立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院
評
価
委
員
会
の
項
中
「
同
」
を
「
県
立
病
院
再
編
室
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
の
項
中
「（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）」
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
公
社
等
外

郭
団
体
経
営
評
価
委
員
会
の
項
中
「
行
政
経
営
推
進
課
」
を
「
行
政
経
営
企
画
課
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
行
政
経

営
推
進
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



（5）　令和６年３月29日　金曜日 号外第６号宮　　城　　県　　公　　報

民
間
資
金
等

活
用
事
業
検

討
委
員
会

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
に
係
る
実
施
方
針
の
策

定
、
特
定
事
業
の
選
定
及
び
民
間
事
業
者
の
選
定
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査

審
議
に
関
す
る
こ
と
。

同

　

�　

別
表
第
二
宮
城
県
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
促
進
審
議
会
の
項
を
削
り
、
同
表
安
全
・
安
心
ま

ち
づ
く
り
推
進
委
員
会
の
項
中
「
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
推
進
委
員
会
」
を
「
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
」

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
犯
罪

被
害
者
等
支

援
審
議
会

宮
城
県
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
（
令
和
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
四
号
）
第

二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
支
援
計
画
及
び
犯
罪
被
害
者
等
の
た

め
の
施
策
の
重
要
事
項
の
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

同

　

�　

別
表
第
二
宮
城
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
項
中
「
第
三
十
条
の

四
十
第
一
項
」
の
下
に
「（
同
法
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

を
加
え
、「
本
人
確
認
情
報
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
三
十
条
の
四
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
附
票

本
人
確
認
情
報
」
を
加
え
る
。

　
　

別
表
第
三
民
間
非
営
利
活
動
プ
ラ
ザ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

み
や
ぎ
ハ
ー
ト
フ
ル
セ
ン
タ

ー

仙
台
市

み
や
ぎ
ハ
ー
ト
フ
ル
セ
ン
タ
ー
管
理

運
営
共
同
事
業
体

社
会
福
祉
課

　

�　

別
表
第
三
介
護
研
修
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
大
崎
市
」
を
「
黒
川
郡
大
和
町
」
に
改
め
、
同
表
御
崎
野
営
場
の
項
中

「
観
光
政
策
課
」
を
「
観
光
戦
略
課
」
に
改
め
、
同
表
仙
台
港
多
賀
城
地
区
緩
衝
緑
地
の
項
中
「
都
市
計
画
課
」
を

「
都
市
環
境
課
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

�　

別
表
第
二
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
項
中
「
第
三
十
条
の
四
十
四
の
十
二
」
を
「
第
三
十
条
の
四
十
四
の

十
三
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

一�　

第
一
条
中
別
表
第
二
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
の
項
の
改
正
規
定　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政

手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等

に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
六
号
）

附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

　

二�　

第
二
条
の
規
定　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日


